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○施策評価制度他市先進事例

自治体名 豊橋市 加賀市 相模原市

総合計画の施策数
（刈谷市の施策に該
当する施策数）

４６施策 ４０施策 １１９施策

施策評価実施数 ４６施策 ４０施策 １１９施策

外部評価実施数 実施していない １０施策（事務事業含む） 平成20年度：１２施策　　平成21年度：６施策

外部評価日数 実施していない ２日間 平成20年度：２日間　　　平成21年度：１日間

制度の特徴

１．各施策に対して、達成度100％をA判定、
それ以外をB判定として達成度評価をしてい
る。
２．施策に関連する事務事業の評価も行う。
視点として「妥当性」「有効性」「効率性」「施策
への貢献度」を評価し、総合評価で「継続、完
了、見直し、廃止」を判定し、さらに事務事業
の優先度を「◎、○、▲」で示している。

施策評価において、具体的な取組となる事務
事業と合わせて、評価を実施することとしてい
る。

１．担当部署で有効性、効率性、市民満足度
の３つの視点から、評価を行い、A,B,C判定
し、課題解決策を提示。
２．企画総務を中心とする行政評価会議で内
部ヒアリングを行い、評価する。

外部評価の
実施方法

施策評価に対する外部評価は実施していな
い。

全40施策の中から、実施計画等で重点施
策、重点事業と位置づけられた10施策を対象
に、2日間（1日5施策）かけて実施

３次評価として外部の有識者で構成する行政
評価検討委員会による評価を実施


